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大
学
へ
の
道
程

　

本
学
は
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
の
英
吉
利
法
律
学
校
の
創

設
に
始
ま
る
が
、
そ
の
後
八
九
年
に
東
京
法
学
院
、
一
九
〇
三
年

に
東
京
法
学
院
大
学
、
そ
し
て
〇
五
年
に
は
現
在
の
中
央
大
学
へ

と
三
度
の
校
名
改
称
を
経
験
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
校
名
改
称

は
、
各
種
学
校
的
な
存
在
か
ら
専
門
学
校
へ
、
そ
し
て
大
学
を
目

指
す
本
学
の
意
欲
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
。

　

〇
三
年
八
月
、「
東
京
法
学
院
」
は
、「
東
京
法
学
院
大
学
」
と

改
称
し
、
社
団
法
人
組
織
と
す
る
こ
と
を
文
部
大
臣
か
ら
認
可
さ

れ
た
。
同
時
に
一
年
半
の
予
科
を
新
設
し
、
三
年
間
の
本
科
と
と

も
に
大
学
部
を
組
織
、
や
は
り
三
年
間
の
専
門
部
を
並
置
す
る
な

ど
の
充
実
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
学
と
は
い
っ
て
も
同
年
三

月
に
公
布
さ
れ
た
専
門
学
校
令
に
も
と
づ
く
学
校
で
あ
っ
た
。
す

で
に
私
立
学
校
で
は
、
一
八
九
〇
年
一
月
慶
応
義
塾
が
大
学
部
を

開
設
し
、
一
九
〇
二
年
九
月
に
は
東
京
専
門
学
校
が
早
稲
田
大
学

と
改
称
し
て
い
た
が
、
当
時
の
帝
国
大
学
令
に
も
と
づ
く
大
学
は

東
京
・
京
都
の
二
帝
国
大
学
の
み
で
あ
っ
た
。
東
京
法
学
院
と
改

称
し
た
時
に
「
東
京
学
院
連
合
」
を
組
織
し
、「
連
合
東
京
大
学
」

と
し
て
私
立
総
合
大
学
へ
の
道
を
指
向
し
て
い
る
が
、
当
時
の
私

立
学
校
に
は
大
学
へ
の
昇
格
を
目
指
し
て
大
学
名
称
を
名
乗
ろ
う

と
す
る
姿
勢
が
強
ま
っ
て
お
り
、
専
門
学
校
令
の
公
布
を
機
に
改

称
の
実
現
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
改
称
に
つ
い
て
、当
初
理
事
者
は
「
東
京
法
政
大
学
」・「
東

京
大
学
法
学
院
」
の
二
つ
を
候
補
に
挙
げ
た
が
設
立
者
の
会
議
で

認
め
ら
れ
ず
、「
東
京
法
律
大
学
」・「
東
京
法
学
院
大
学
」
の
ど

ち
ら
か
に
す
べ
き
と
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
院
友
や
評
議
員
の

意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
、「
東
京
大
学
」
の
名
称
で
改
称
が
申
請

さ
れ
た
。
こ
れ
に
文
部
省
は
、「
東
京
帝
国
大
学
」
と
紛
ら
わ
し

い
と
の
理
由
で
許
可
せ
ず
、
結
局
「
東
京
法
学
院
大
学
」
と
し
て

認
可
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
時
、
岡
田
良
平
文
部
総
務
長
官
の
「
貴
校
今
回
の
改
名
は

東
京
帝
国
大
学
の
通
称
東
京
大
学
と
相
同
じ
け
れ
ば
此
名
を
命
じ

て
平
の
将
門
を
や
ら
る
る
積
り
か
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
、
激
昂
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「
大
学
」
へ
の
改
称

し
た
菊
池
武
夫
東
京
法
学
院
長
が
「
余
等
に
擬
す
る
に
乱
臣
賊
子

を
以
て
せ
ら
る
る
と
は
怪
し
か
ら
ぬ
。
然
ら
ば
東
京
法
学
院
大
学

に
て
可
な
り
」
と
言
っ
て
名
称
が
決
ま
っ
た
と
の
話
が
残
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
最
初
の
大
学
へ
の
改
称
が
満
足
の
い
く
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
や
、
創
立
二
十
周
年
を
記
念
し
て
経
済
学
科
が
新

設
さ
れ
「
法
学
院
」
の
名
称
が
そ
ぐ
わ
な
く
な
る
と
い
う
事
情
も

あ
っ
て
、
院
友
会
名
古
屋
支
部
や
東
京
法
学
院
大
学
学
士
会
を
中

心
と
し
て
、
諸
方
面
か
ら
再
度
改
称
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
た
。

中
央
大
学
へ
の
改
称
は
、

〇
五
年
二
月
の
社
員
総
会

で
決
議
さ
れ
、
文
部
省
の

認
可
を
受
け
た
の
は
同
年

八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
中
央
」

の
由
来
に
つ
い
て
は
っ
き

り
し
た
資
料
は
残
さ
れ
て

い
な
い
。
学
術
の
中
枢
と

い
う
こ
と
も
含
め
て
、
当

時
の
校
地
が
神
田
錦
町
に

あ
り
、
東
京
の
中
央
、
日
本
の
中
央
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
が
、

も
う
一
つ
、
創
立
者
の
う
ち
の
増
島
六
一
郎
・
穂
積
陳
重
・
岡
村

輝
彦
ら
が
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
際
に
学
ん
だ
「
ミ
ド
ル
テ
ン
プ

ル
」
の
邦
訳
「
中
央
法
院
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
も

あ
る
。

　

穂
積
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
法

律
教
育
の
最
高
府
「
イ
ン
ズ
・
オ
ブ
・
コ
ー
ト
」
を
「
法
学
院
」

と
訳
し
、「
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
」を「
中
央
法
院
」と
訳
し
て
い
る
。

　

彼
ら
が
留
学
し
た
学
校
の
名
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
大
学
の
名
が
決

め
ら
れ
た
と
し
て
も
う
な
ず
け
る
が
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
イ

ギ
リ
ス
に
範
を
求
め
る
と
い
う
の
は
創
設
以
来
の
伝
統
と
も
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

大
学
の
名
称
が
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
、
帝
国
大
学
に
準

じ
た
制
度
へ
の
改
革
が
な
さ
れ
て
も
、
法
律
上
は
専
門
学
校
令
に

準
拠
す
る
学
校
で
あ
っ
た
。
名
実
と
も
に
大
学
と
な
る
の
は
、

一
八
（
大
正
七
）
年
の
大
学
令
に
も
と
づ
く
大
学
と
し
て
認
可
さ

れ
た
二
〇
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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